
最近は自動車保険に様々な

特約を付帯する方が多いと

思いますがご注意していた

だき点がございます。

①「個人賠償責任特約」

②「弁護士費用特約」

この２つの特約を付帯して

いる方をよく見かけます。

①の「個人賠償責任保険」

はよく自転車保険と言われ

ております。日本国内・国

外問わず、記名被保険者、

その配偶者またはこれらの

方の同居のご親族・別居の

未婚のお子さんが日常生活

における偶然な事（例：自

転車運転中の事故）などに

より、他人にケガなどをさ

せた場合や、他人の財物を

壊した場合など、法律上の

損害賠償責任の額について、

保険金をお支払う特約です。

②の「弁護士費用特約」は

保険会社が示談交渉できな

いもらい事故や、もちろん

加害事故の場合でも弁護士

に相談する費用をお支払い

する特約です。

この①②の特約は本人また

は同居のご親族の方が既に

付帯している場合、補償の

重複となり、契約を見直す

ことにより保険料を節約で

きることがあります。他に

も補償の重複となる特約が

ありますのでご注意くださ

い。詳細は保険会社、代理

店にご確認ください。

9月のお知らせ

10月より火災保険の改定、全国平均13％程度の
保険料引上げとなります。

9月と言えば〇〇の秋

１．岸和田だんじり

大阪府

２．時代祭り

京都府

３．沖縄エイサー

沖縄県

４．長崎くんち

長崎県

５．おわらの風の盆

富山県
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育休中です。
復帰までお待
ちください

ほけん館ＮＥＷＳ9

パリオリンピック、高校野球も終わり暦の上ではそろそろ秋

本番となってきました。秋と言えば「芸術の秋」「食欲の

秋」「スポーツの秋」「行楽の秋」「読書の秋」それぞれの

秋の楽しみ方があるのではないでしょうか。それぞれには由

来はあるようです。「スポーツの秋」は昭和の東京オリン

ピックから。「読書の秋」では夏目漱石が「三四郎」という

作品に取上げたことから。「食欲の秋」は諸説あるようです

が、秋になると旬となる食材が多くあることや、厳しい夏の

暑さから涼しくなると食欲が増すことから。

秋は気温も１８度前後となりとても過ごしやすい気候から物

事に集中するのに最適な季節のため「いろいろな秋」ができ

たようです。最近の世界的温暖化から、日本でも気持ちの良

い秋が短くなってきて残念ですね。皆さんはこの秋、どのよ

うに過ごすのでしょうか。
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お問い合わせ先

株式会社マエダ
保険課
〒580-0017
大阪府松原市柴垣2-975-1
℡ 072-330-0400
FAX:072-330-0401
営業時間 9:00～19:30
定休日:火曜日
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